
資料５ 
令和６年度システム改善・資源開発検討会議（縦レビュー会議）から 

抽出された課題に対する取組報告について 

（１）課題 

 
（２）取組内容 

① 顔の見える交流会の開催 
目的：支援者の顔の見える関係性を構築することにより、日々相談や連携を行える支援
者間の連携強化を行う。 
事務局：経験年数 5 年未満の職員で構成 
実施概要：令和７年１０月１６日（木）午後１時３０分〜午後３時 参加者２６名 

    アンケートより：普段対面しない方と交流できた、人となりがわかり今後話しやすくな
ったと思う等の意見とともに、今回のような交流の機会は一度だけでなく複数回もつこと
ができればより関係が深まると感じたとの意見もあった。また、事務局の構成員が１つの
企画を検討し、実施したことで、より関係性が深まり、今後連携のハードルが低くなった
との意見があった。 

 
② 研修「虐待終結後の切れ目ない支援のポイントを学ぶ」 

実施日：R７年８月２７日（水）１０時〜正午 参加者５１名 
目的：虐待対応における終結の考え方や、その後（虐待なし事案含む）の支援・連携の内

容や留意点、地域ケア会議の活用等について学ぶこと 
講師：川端 伸子氏 （一般社団法人権利擁護支援プロジェクトともす 代表） 
アンケートより： 

強みに着目した声掛けを意図的に使っていきたいと思います。また、虐待終了ケー
スは再発防止の観点からも地域ケア会議の開催がより重要だと感じました。 

 
③ 気づきのチェックシート完成 

関係機関等への周知を実施。 
 

 

切れ目ない支援が提供される体制が必要である（こども・障がい・高齢、転入等） 
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資料５ 
令和７年度システム改善・資源開発検討会議（縦レビュー会議）の報告について 

 
目的：各機関での虐待対応を通じた課題や取組の抽出から共通項を整理した上で、具体的な対

応策を検討し、次年度の実践につなげること。 
 
（１）開催日時：令和８年２月２日（月）午後 1 時３０分〜午後 4 時 
（２）場  所：市役所分庁舎 2 階 大会議室 
（３）参 加 者： 
   高齢介護課、障がい福祉課、地域福祉課、東山手高齢者生活支援センター、西山手高齢者 
  生活支援センター、精道高齢者生活支援センター、打出浜高齢者生活支援センター、潮見高

齢者生活支援センター、障がい者基幹相談支援センター、権利擁護支援センター、芦屋市社
会福祉協議会 

（４）令和８年度取り組む課題 

 
（５）グループワークにて出された意見 

養護者を含む世帯が、地域で孤立しないための取組が必要 

A 近所の人や地域住民が、当事者の孤立に気づいて相談窓口につなぐ意識・視点や、当
事者を受容する（排除しない）気持ちを持つことが重要。 

（取り組み案） 
・相談先一覧、フォーラムチラシ等を回覧する。 
・公共の場所に啓発ポスターを掲示する。 
・病院・薬局の待合等で啓発動画を流す。 

B ・そもそも当事者が「孤立している」と認識していないケースが多い（働いている、経
済的余裕がある等）。 
・若い世代から制度や症状（認知症・精神疾患等）について学べる機会が必要。 
・支援者側が「つながりたくない権利」を理解し、必ずしも常に地域とつながってお
く必要があるのではなく、何かが起きた時につながる先を知っておくという視点も重
要。 

C ・８０５０の世帯は、世帯のバランスが崩れることが虐待等のきっかけになっている。 
・支援が必要な人のいる世帯の他の人にはすでに支援がついているパターンがあり、

世帯をみる視点を支援者が持たなければいけない。また、視点を持っても、関係性
等を気にしてつながれないこともあるだろう。 

（取り組み案） 
・情報共有システムの導入、ＳＮＳで支援者が相談できる仕組み。 
・顔に見える関係の構築（横断調整担当を決めるなど）。 
・支援が必要な人を知ったときの、つなげるフローがあればよいのではないか。 
・８０５０世帯のバランスが崩れたときの未来をわかりやすく表してはどうか。 
（良いことも記載する）→４コマ漫画等 
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（６）虐待対応における課題抽出の実施 

高齢者生活支援センター社会福祉士部会を中心に関係機関と意見交換を実施した内容を
もとに、初動期の虐待対応システムにおける「困りごと」を課題化した。 

初動期においてマニュアルに記載がない事態に直面しても適切に対応できるよう初動対
応の型化する必要があるなどプロセスの明確化・標準化が課題として挙げられた。 

 
（７）令和８年度の取組についての検討 

各チームから出た意見を縦レビュー会議後の事務局会議で検討。 
   今後、意見を集約し、各取組案について、各関係機関の会議で意見をもらい、協議してい

く。 
 

 

D ○「孤立」するケースの背景や要因として以下の点があると考えられる。 
・恥の意識があり、支援のニーズを隠す傾向があると感じられる。 
・支援者の視点で「孤立」と見えている状態は、本人としては自己防衛かもしれない。 
（自機関でできること） 
・その守りはいつから、何をきっかけに始まったのか、多機関からアセスメント材料

が必要。  
・頼れる機関であることを伝え続ける必要がある。年に 1 回は訪問機会を作るなどし

ながら細く長くかかわり続ける。 
（他機関と一緒にできること） 
・どのような状態になったら介入する等のコンセンサスをとっておくことが重要。 
・介入の機会を逃すことがないよう、多方面から情報や変化を共有できるつながりを

作っておくことが重要。 
⇒すでに直接的なかかわりや契約などをしていない機関とも安全に情報共有できるし
くみがあるとよいのではないか。 

E ・障がいのある子の課題を隠し、親に介護が必要な段階になり表面化することが多い。 
・さまざまな居場所を通して、社会とのつながりの選択肢が広がる。 
・今の若い世代への情報発信は、SNS や AI の活用など変化している。 
・乳幼児期・就学期・１８歳でそれまでの機関の関わりが切れる時期に、次の機関に
きちんとつながるための工夫があればいいのではないか。 
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